
館林地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

 

 令和８年３月２７日 

 

館林地区消防組合        

 管理者 多 田 善 宏    

 

 

館林地区消防組合規則第６号 

 

館林地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

 

 館林地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（平成 28 年館林地区消

防組合規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項第１号中「道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３条」を「道路

交通法（昭和３５年法律第１０５号）（以下「道交法」という。）第３条」に改める。 

 第３条第１項に次の１号を加える。 

（６） 火災原因調査等 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第３１条に基づく火

災又は爆発の原因調査のため出場し、災害現場において実況見分及び現場鑑識（焼

損状況の確認、発掘、物的証拠の採取・保全等）又はこれらに準ずる作業に従事し

た職員 

第４条第１項中「平成１６年総務省消防庁策定」を「令和７年総務省消防庁策定」に

改める。 

第６条第１項第１号「道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）」を「道交法」に改

め、同項第２号「道路交通法」を「道交法」に改める。 

 様式第２号（第７条・８条関係）を次のように改める。 

  



様式第２号（第７条・８条関係） 

総務課処理欄               

  
特 殊 勤 務 手 当 実 績 簿                

 
（    年  月分） 

決 
 

裁 

課 長 係長等 係 担当者 

 

決 
 

裁 

担当者 

所 属  
     

手当の種類 
出動手当（潜水隊員・火災原因
調査等）・緊急消防援助隊手
当・防疫等作業手当  

氏 名 区 分 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合

計 

手 当 
コード 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 

 

潜水隊員                                 09 
火災調査                                 12 
緊 援 隊                                 10 

防疫作業                                 11 

 

潜水隊員                                 09 
火災調査                                 12 

緊 援 隊                                 10 
防疫作業                                 11 

 

潜水隊員                                 09 
火災調査                                 12 
緊 援 隊                                 10 
防疫作業                                 11 

 

潜水隊員                                 09 
火災調査                                 12 
緊 援 隊                                 10 

防疫作業                                 11 

 

潜水隊員                                 09 
火災調査                                 12 

緊 援 隊                                 10 
防疫作業                                 11 

 

潜水隊員                                 09 
火災調査                                 12 
緊 援 隊                                 10 
防疫作業                                 11 

 ※注１ 潜水隊員、火災原因調査等、緊急援助隊の訓練等及び新型コロナウイルスに係る出動した場合は、当該日の欄に「１」を記入すること。 

２ 緊急消防援助隊として出動した場合は、当該日の欄に「２」を記入すること。 



 様式第４号（第７条・８条関係）を次のように改める。 

  



様式第４号（第７条・８条関係） 

総務課処理欄               

  
特 殊 勤 務 手 当 実 績 簿                

 
（    年  月分） 

決 
 

裁 

課 長 係長等 係 担当者 

 

決 
 

裁 

担当者 

所 属  
     

手当の種類 出動手当（救急出動分） 
 

氏 名 区 分 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合

計 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 

 

副機関員                                 
隊 員 他                                 
特定行為                                 
救 命 士                                 

 

副機関員                                 
隊 員 他                                 
特定行為                                 

救 命 士                                 

 

副機関員                                 
隊 員 他                                 

特定行為                                 
救 命 士                                 

 

副機関員                                 
隊 員 他                                 
特定行為                                 
救 命 士                                 

 

副機関員                                 
隊 員 他                                 
特定行為                                 

救 命 士                                 

 

副機関員                                 
隊 員 他                                 

特定行為                                 
救 命 士                                 

 

副機関員                                 
隊 員 他                                 
特定行為                                 
救 命 士                                 

 



附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


